
【談話】 

旧優生保護法裁判・大阪高裁判決(2022 年２月 22 日)を歓迎し、 

国は上告を断念するよう求める 
 

 旧優生保護法は 1948 年から 1996 年まで日本に存在した。同法第１条は「優生上の見

地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的と

する」とうたい、その見地からの不妊手術や人工妊娠中絶を合法化した。手続き上、本

人の同意を必要としない強制的な不妊手術を受けさせられた人は統計に表れているだけ

でも約１万 6500 人とされる。優生保護法は「不良な子孫」との表現の下、「遺伝性疾患」

や「らい病」(ハンセン病)、「遺伝性のもの以外の精神病又は精神薄弱」の人たちが強制

不妊手術の対象となった。旧優生保護法によって「不幸な子どもの生まれない施策(運動)」

すら展開され、引き起こされた人権侵害は、国家が疾患や障害のあることを理由に人々

から子どもを産み育てることを奪い、なおかつ「生きているに値しない命」であると認

定するというものに他ならなかった。 

医師・医学者がこの国家政策に深く関与していた事実は重大である。 

2020 年６月には一般社団法人日本医学会連合も「旧優生保護法の検証のための検討会」

の報告書をまとめ、「旧優生保護法下で行われた強制不妊手術は、歴史的な経緯があると

はいえ、現在の医療倫理的な観点からするとも、人間の尊厳、身体・リプロダクション

の自由を侵害するものであった」とし、「かつて医学・医療関係者が、旧優生保護法の制

定に関与し、その運用に携わり、また、医療倫理や人権思想が浸透してきた後も、この

法律の問題性を放置してきたことは誠に遺憾」であり「深い反省と、被害者及びその関

係者に対し心からのお詫びの表明が求められる」と述べている。私たち医療者は、これ

を深く胸に刻まなければならない。 

 全国で９つの地裁において、被害者による国家賠償請求訴訟が取り組まれており、そ

のうちの１件について去る２月 22 日、大阪高裁が国に対して賠償を命じる判決を言い渡

した。これまでの地裁判決はことごとく「20 年の除斥期間」を理由に被害者の請求を退

けてきた。しかし、今回の判決は旧優生保護法による人権侵害は強度であり、国が障が

い者等に対する差別・偏見を正当化・固定化・助長をしてきたこと、被害者が訴訟提起

の前提となる情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境にあったこと等から、除

斥期間の適用自体が「著しく正義・公平の理念に反する」と判断したのである。これは

国家による重大な人権侵害に対しては除斥期間の適用を制限するとの判断であり、極め

て画期的な判断である。  

被害者はみな高齢となっている。国は今回の判決を真摯に受け止め、上告せず、全面

的な解決と謝罪、十分な補償に向けて動き出すよう、強く求めるものである。また、被

害の全容はまだ十分には解明されていない。個人情報保護と人権擁護に最大限の配慮を

払いつつ、一人でも多くの被害者に補償が行き渡る様に、国と各自治体が真摯に力を尽

くして調査と認定を進めることを求めるものである。 
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